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（果樹共済の概要）

１　沿革　（１）試験実施期間（法律昭和４３年）：昭和４４年産 ～ ４８年産

　　　　　（２）本格実施　　（法律昭和４８年）：昭和４９年産 ～ 現在

２　果樹共済の種類

（１）収穫共済：果実の収量減又は品質の低下等による損害を補償対象とする共済

（２）樹体共済：果樹の樹体の損害を補償対象とする共済

３　共済目的の種類（果樹共済の対象品目）

　　うんしゆうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ（はっさく、ぽんかん等１

　２樹種のかんきつ）、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、う

　め、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルの１６種類

４　収穫共済の共済事故等による種別（引受方式）

一般方式

短縮方式

減収暴風雨方式

減収ひょう害方式

減収凍霜害方式

減収暴風雨・ひょう害方式

減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式

一般方式

短縮方式

減収暴風雨方式

減収ひょう害方式

減収凍霜害方式

減収暴風雨・ひょう害方式

減収暴風雨・ひょう害・凍霜害方式

減収総合方式

品質方式

災害収入共済方式

*）昭和５１～５４年は、全相殺方式。

　　（用語の説明）

　　１）樹園地単位方式：樹園地単位で一定以上の収量減を補償する方式

　　２）半相殺方式：農家単位で被害樹園地の一定以上の収量減を補償する方式

　　３）全相殺方式：農家単位で全樹園地の一定以上の収量減を補償する方式

　　４）短縮方式：一般方式に比べ、共済責任期間が短縮された方式

　　５）特定危険方式：暴風雨、ひょう害等特定の共済事故のみを補償する方式

　　６）品質方式：果実の収量減及び品質の低下を補償する方式

　　７）災害収入共済方式：農家単位で収量減又は品質低下を伴う生産金額の一定以上

　　　　　　　　　　　　　の減少を補償する方式（平成７年産より本格実施）

S55年

S48年

28.3%

２割

２割

２割

－

8.2%

2.1%

0.4%

－

－

31.8%

4.7%

17.3%

S60年

S60年

0.5%

0.3%

6.3%

S48年

S55年*

S56年

S60年

H15年

H15年

S55年

S60年

全相殺
方式

半相殺
方式

２割

２割

２割

２割

３割

３割

２割

減収総
合方式

特定危
険方式

引受方式 支払開始
損害割合

樹園地
単位方
式

減収総
合方式

特定危
険方式

３割

３割

改正年
共済金額
シェア
13年産

３割

３割 H15年

４割

４割 －

－

－

H15年

－

３割

H15年

H15年

H15年

- 1 -



５　共済掛金及び国庫負担割合

　　共済掛金＝共済金額×共済掛金率　　（国庫は共済掛金の５０％を負担）

６　引受実績

（１）収穫共済の共済金額の推移

（２）引受県数、引受農家数、引受面積、共済金額及び同シェア（平成１３年産）

13 1.0%

2

20

引受農家数
引受県数

収穫共済 47

1,391 億円 1,327 億円共済金額
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７　金額被害率の推移（全国平均）
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（果樹共済の共済掛金標準率等の算定の考え方）

１　実施体制及び責任分担

（１）実施体制

　　　果樹共済は、基本的には、農家と直接に共済関係を結ぶ組合等、都道府県段階

　　で保険を行う連合会及び全国段階で再保険を行う政府の三段階で実施されている。

　　　なお、特定組合については、組合及び政府の二段階で実施されている。

　　（特定組合以外の組合等の場合：三段階）

　　（特定組合の場合：二段階）

（２）三段階制における責任分担（組合等単位の保険設計）

（備考）特定組合については、組合等部分と連合会部分を単純に併せた部分が特定組合

　　　の責任となる。

組合等

(共済関係)

共済金

組合等

10%

責任保険歩合（ｒ）　ｒ＝20～80％

通常災
害部分

共済掛金

(保険関係)

保険金

農家

ｒ

異常災
害部分

政府

保険料

90%

組
合
等

連
合
会

政府

←通常標準被害率（ｑ）

連合会

政府

再保険料

再保険金

(再保険関係)農家 (共済関係) (保険関係)

共済金 保険金

連合会組合等

共済掛金 保険料
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（３）不足率の概念図

↑

　（注１）被害率は、組合等ごとの金額被害率（共済金／共済金額）を基に算定される。

　（注２）共済団体とは、組合等、連合会及び特定組合の総称である。

（４）通常標準被害率（ｑ）の算定式

　　ア　不足率の基礎条件

　　　　不足率の割合　　：　（ｑ－ｐ１）／ｑ　＝　０.２５　・・・①

　　　　不足率の絶対水準：　　　　　ｑ－ｐ１　＝　１.０　　・・・②

　　イ　２つの式の合成

　　　　①式を変換すると　　　　ｐ１　＝　０.７５　ｑ

　　　　②式を整理すると　　　　ｐ１　＝　　 　　　ｑ － １.０

　　　　２つの式を合計すると　２ｐ１　＝　１.７５　ｑ － １.０

　　　　両辺を２で割ると　　　　ｐ１　＝　０.８７５ｑ － ０.５

　　　　ｑの係数を丸めると　　　ｐ１　＝　０.９    ｑ － ０.５

（５）共済掛金標準率の算出手順

算定手順

　①　組合等ごとの20年間の金額被害率（共済金／共済金額）から被害率(dh)を整理

　②　ｐ１＝０.９ｑ－０.５の式から、通常標準被害率(ｑ)の算出

　③　通常標準被害率(ｑ)以下の被害率(dh)の平均値(d１)の算出

　④　通常共済掛金標準率(Ｐ１)の算出（Ｐ１＝d１＋Ｓ）　Ｓ＝安全率

　⑤　通常標準被害率(ｑ)超の被害率(dh)の平均値(d２)の算出

　⑥　異常共済掛金標準率(Ｐ２)の算出　（Ｐ２＝d２）

　⑦　共済掛金標準率(Ｐ)の算出　（Ｐ＝Ｐ１＋Ｐ２）

異常災害部分

通常災害部分
被害率(dh)のうちｑ以下の率
(d１)の平均値(d１)=ｐ１

通常標準
被害率ｑ

d１＝ｑ超以下の平均値

金
額
被
害
率

不足率部分
ｑ－ｐ１

通常標準被害率（ｑ）

通常災害部分の共済団体
の手持掛金に相当

20年間の被害率(dh)

d２＝ｑ超えの平均値

通常共済掛金標準率
Ｐ１＝d１＋Ｓ

異常共済掛金標準率
Ｐ２＝d２

Ｓ安全率

共済掛金標準率
Ｐ＝Ｐ１＋Ｐ２

共済団体の通常災害部分
における支払責任の上限

↓
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（６）果樹共済の共済掛金率の算出フローチャート

　（注１）類区分：共済目的の種類を栽培時期等で細分した区分。

　（注２）基準共済掛金率：共済掛金標準率を類区分別の共済金額ウエイトで配分した

　　　　　　　　　　　　　掛金率。

　（注３）危険段階別共済掛金率：共済掛金率を組合等一律ではなく、農家又は地域の

　　　　　　　　　　　　　　　　被害実態に応じて算定される掛金率。基準共済掛金

　　　　　　　　　　　　　　　　率を危険段階別の共済金額ウエイトで配分して計算

　　　　　　　　　　　　　　　　する。

(ｑ)以下の平均(d１)

主な算出段階

（第１段階）

データ整理

過去20年間の金額被害率

年次別の被害率(dh)

通常標準被害率(ｑ)

算出のフローチャート

(ｑ)超の平均(d２)安全率(Ｓ)

共済掛金率

（第２段階）

主たる計算

（第３段階）

類区分別等
の再計算 危険段階別(Ｐik)

共済掛金標準率(Ｐ＝Ｐ１＋Ｐ２)

基準共済掛金率(Ｐi)：類区分別

異常共済掛金標準率(Ｐ２)通常共済掛金標準率(Ｐ１＝d１＋Ｓ)
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